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第四章

QPC判決の展開

匿二亘

はじめに

これまで，本書の第 I章から第VI章までの部分で扱われてきた憲法院の諸判決は，いずれも ，2008年

7月23日の憲法改正により新たに導入された QPC(Question prioritaire de constitutionnalite， I合憲性優先

問題J)制度により下されたものではなく ，従前の，すなわち， 1958年の第 5共和制憲法制定時より存

在し，とりわけ1970年代以降に、活性化することになった， 1事前のJ(a priori)違憲審査制度によるもの

であった.それに対-して，これから本章が扱う諸判決は， QPC制度にまる 「事後のJ(a posteriori)違憲

審査の結果である.その実際の運用は2010年に始まったばかりである(最初の QPC判決が下されたのは

2010年5月28日である)し，何より従前のフランス憲法院の事前違憲審査制度とは極めて異なる制度であ

るので，ここで簡単にその概要や関連する事項を説明しておきたい(なお，本書の編者である辻村みよ子教

授による本書冒頭の総合解説 12008年憲法改正と憲法判例の展開J(2-6頁〕にも関連する解説があるので，読

者には，部分的に重複がありうることをあらかじめお詫びするとともに，そちらの参照をも改めてお願いしたい)• 
以下，まずはQPC制度が導入された2008年憲法改正の簡単な経緯をフランスの違憲審査制度の変革

という観点から振り返り(1:南野森)，続いて QPC制度の仕組みを簡潔に解説 し (2:池田晴奈)，そ

のうえで本制度が2010年以降どのように運用されてきたかの実態をまとめ (3:曽我部真裕)，最後に本

章で詳しく取り扱う 18件の判決を中心としてこれまでに下された重要判決を11史観する (4:井上武史上

1 QPC制度導入の経緯一一第 5共和制における違憲審査制の展開

(1) Iフラ ンス的」 違憲審査制一一2008年憲法改正以前の憲法院

世界の主な違憲審査制を緩やかに分類するとすれば，大きくアメ リカ型とヨーロッパ大陸型に分ける

ことができ，前者は通常の司法裁判所が具体的な事件および争訟 (αses& controversies)の解決に付

随して違憲審査を行うもの(付随的違憲審査制/一般裁判所型/司法審査型/代表固としてアメ リカ，カナ

ダ，日本なのであり，後者は特別な裁判所(的な組織)が具体的な事件・ 争訟を前提とすることなしに，

抽象的に法令の規定が憲法に適合するか否かを審査するもの(抽象的違憲審査制/特別裁判所型/憲法裁

判型/代表固としてドイツ，イタ リア，スペインなど)である，とされるのが通例である.そして2008年

憲法改正以前のフランスの憲法院は 抽象的審査を行う特別裁判所型という意味ではヨーロッパ大陸型

に位置づけられるものの，それ以外の違憲審査権限につきたとえば ドイツの連邦憲法裁判所(Bundesver-

fassungsgericht)と比べると，第 1に，通常の訴訟において適用される法律に対する違憲の疑義が認め

られる場合に，当該訴訟を担当する裁判所の判断で訴訟のプロセスをいったん中断し，連邦憲法裁判所

に当該法律の合憲性審査を求めるという移送制度(いわゆる「具体的規範統ffjljJ[konkrete NormenkontrolleJ) 

が，そ して第 2に，私人が公権力や法令による基本権侵害を理由として連邦憲法裁判所に直接訴えるこ

とのできる制度(いわゆる 「憲法異議J[VerfassungsbeschwercleJ. I憲法訴願」と言われることもあるJ)カミ ー
いずれもフランス憲法院には存在していないこと あるいはまた，イタ リアの憲法裁判所(Cortecostitu-

zionale) と比べても， ドイツの具体的規範統制に類似 した移送制度 (1付随的J[via inciclentaleJ審査)が

フランス憲法院には認められていないことからも言えるように， 一ーもともとヨーロッパ大陸型の違憲

審査制そのものが決して一枚岩ではないにせよ 一一フランスの違憲審査制は，ヨーロッパ大陸型のなか

でも相対的に違憲審査権限が小さいものとして設計された制度であったと言える.

そしてフランス憲法院を大陸型違憲審査制に位置づけるほとんど唯一のメルクマールであるところの

抽象的規範統制権限についてみても， 実はフランスの制度は独特なものであった.すなわち，憲法院の

違憲審査は，法律案が国会で採択されたのち，大統領による審者がなされるまでのあいだ(いわゆる「審

署期間J(delai cle promulgationJ)に，一定の政治的機関 (大統領 ・首相・上下両院の各議長のいずれか，お

よび1974年の憲法改正によりと下両院の各60名以上の議員も追加された)のみによる訴えに基づいて，原則

として 1か月以内に憲法適合性を審査するという 「抽象的なJI事前の」規範統制制度であったのであ
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る(ドイ ツ連邦憲法裁判所の抽象的規範統制 CabstrakteNormenkontrol1e)が公布前の法令に対する審査を認

めないのとはち ょうど逆である). 

フランス憲法院が，以上のように，違憲審査機関としては相対的に限定された権限しか有していない

ことの背景には，そもそもフランスでは，旧体制 (AncienRegime)下において(とくにパリの)高等法

院 (Parlement)が封建的勢力の牙城と なり反動的な役割を果たしたことを 1つの原因 として，革命期以

降いわゆる 「司法ペシミ ズムJが根強く存在したことや さらには法律を一般意思の表明されたものと

して伝統的に至高視してきたことがあるなどと， しばしば指摘される.そしてそれに加えて，むしろそ

れ以上に，第 5共和制憲法は，いわゆる「合理化された議会制J(parlementarisme rationalise)を採用 し，

議会の立法権限を憲法に列挙された法律事項(憲法34条)に限定したうえで，その境界線を議会が踏み

越えないかを監視する機関として憲法院を構想したということが重要で、ある.つまり元来は， I憲法に

よって行政権に対する関係で限定された国会の役割をそのようなものとして枠づけておくために，憲法

院の役割が期待された」のであり， I憲法がこの制度をつくったねらいそのものは，人権の裁判的保障

ということよりも，統治機構内における議会権限の枠づけの確保といっところにあったJ(1)のである.

ところがその後， 1971年の憲法院自身の判決 〔寺本書25事件)，さらには1974年の憲法改正による提訴

権者の拡大などを経て， 憲法院が違憲審査の準拠規定群たる 「憲法ブロックJ(bloc de consti加tiollilalite)

を順次形式的意味の憲法典を超えて拡張したこともあいまって，名実ともに違憲審査機関として成長を

遂げてきている ことは，周知の通りであるし，何より本書のここまでの部分や本書の前編である 白 が

扱ってきた膨大な判決群がそれを雄弁に物語っているとも言えるだろう .

しかし，依然として公布前の法律しか違憲審査の対象とされないことや，憲法院に対ーして提訴するこ

とのできるものが政治機関に限定されていることには，かねてより根強い批判があり，実際，折りに触

れ，フランスの憲法政治において憲法院改革が主張されてきたところである.次項においては，実現し

たもの，実現しなかったものを合わせて， 3つの改革案を紹介する.

(2) 憲法院改革の成功と挫折一一提訴権と 審査対象の拡大を目指して

第 1に，憲法院が発足して15周年にあたる1974年の憲法改正は，ジスカール =デスタン大統領のイ

ニシアテイブによるものであり ，憲法院への提訴権者がそれまでは大統領 ・首相 ・上下両院の各議長と

いう，一大統領と議会多数派が党派を同じくする原則的政治状況を前提とすると 一一要するに多数党

の有力者4名に限定されていたのを 上下両院の各議員60名以上にも提訴権を認めることにするもの

であった(憲法61条2項の改正).これにより， I一定規模の野党であれば，与党が数をたのんで可決し

た法律について憲法院に審査を求めることができるようになったJ(2)ため，憲法院への提訴は飛躍的に

増えることとなる.他方で，このとき政府が合わせて提案していた憲法院の自発的審査制(公布前の法

律案を誰からの提訴も受けずに憲法院自らが任意に審査することができる制度)は， 両院いずれにおいても

否決され，実現しなかった(3)

第2に， 憲法院が発足して30周年にあたる 1989年3月， 当時の憲法院院長であったパダンテールは，

jレ・モンド紙による記念インタピ、ューのなかで， I憲法院の審査を受けなかった法律が適用の過程にお

いて違憲性を帯びた場合に，それを排除する機構がないために違憲状態が放置される危険性を持つ点で，

明らかにフランスのシステムは欠陥を有している」と指摘し， I市民に，憲法院の審査を受けなかった

法律に対して，訴訟の過程で、違憲の抗弁を提起する可能性を承認」する改革の実現を主張した(4)同年

7月にはミッテラン大統領も フランス革命200周年にあたる記念インタビューにおいて同様の憲法院

改革を主張し，こ うして翌1990年 3月に，訴訟当事者による違憲の抗弁 (exceptiond'inconstitutionnalite) 

を契機とする憲法院への移送 (renvoi)を経て憲法院が既に公布されている法律の事後的違憲審査を行

うことができるようにする改革案が閣議決定された.国会に提出された憲法改正法律(loiconstitution-

nelle)案は，このような改革の正当性を主張するに際して，IEC統合を前に して，ヨ ーロッパの他国並

みの法治国家となるためには，現行制度の 2つの欠陥を克服しなければならない.すなわち，提訴権の

政治機関による独占を否定して， 市民へそれを開放することと，事前審査の限界をカバーするために法

律の審署後にもその違憲性を審査する可能性を開いておくことであるJと結論的にまとめていたところ

である(5) ところがこの改革案は，ミッテランとジスカール =デスタン，そしてシラ クという 3つ巴の

権力闘争や国民議会と元老院の対立といった政治状況において 憲法改正に必要な両院の一致を得るこ
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とができず，結局は実現しなかった.

第 3に，上記のパダンテール=ミッテラン構想、が挫折したのち，わずか 2年後のことであるが， 1992 

年11月にミッテラン大統領がふたたび憲法改正の構想を発表する.そして憲法学の第一人者であるヴ

デルを長とする諮問委員会を立ち上げ，憲法院に関しては， 2年前と同様の改革を提唱する.ところが，

その答申が発表された翌月 (1993年3月)の国民議会選挙において社会党が歴史的敗北を喫したことも

あり， 司法官職高等評議会(にConsおseils叩up白釘-ie飢印u町1汀r【d白iela ma昭giぬstr三な正a飢1

する憲法改正(は19ω93年7月2訂7日町)が実現したのみで，憲法院に関する改革案は最終的に実現されずに終
わってしまった(6)(7) 

結局のところ，以上のような，ミッテラン時代にとりわけ強く志向された，憲法院の違憲審査制に事

後審査を導入しようとする改革構想が実現されるためには，その挫折からさらに15年，ちょうど第 5

共和制憲法の制定50周年の際に施された同憲法史上最大の憲法改正 (2008年7月23日改正)を待たねば

ならなかったのである.

(3) 2008年憲法改正一一事後審査制導入の 13度目の正直」

2007年 5月に大統領に就任したサルコジは，大統領選挙中から表明していた第 5共和制憲法の「現

代化J(modernisation)を図るための憲法改正について検討させるため，就任直後の2007年 7月18日に

元首相のパラデュールを長とする諮問委員会を設置した.その答申が3か月後の同年10月29日に出さ

れ，それを踏まえた憲法改正法律案が翌2008年 4月23日にブイヨン内閣により議会に提出された.上

下各院での修正を経てヴェルサイユでの両院合同会議でわずか 1票差という「薄氷の承認J(8)を経て可

決されたときには全47か条にも及ぶものとなっており，その結果第 5共和制憲法がうけた改正は膨大

なものに及ぶ(9) 憲法院について定める同憲法第 7編についての改正のうち， QPC 制度に関するもの

は次の通りである.

まず，新設された61条の 1が， 1裁判所に係争中の訴訟において，ある法律規定が憲法の保障する権

利および自由を侵害すると主張されたとき，所定の期間内にコ ンセイユ・デタもしくは破致院が決定す

る移送に基づいて，憲法院はこの問題につき付託を受けることができる」と定めた.この点は，パラデユー

ル委員会の答申では，コンセイユ・デタおよび破段院という通常裁判所の各最上級審のみならず，下級

審や他系統の裁判所からも直接憲法院に対して移送を行いうることとされていたが，大統領の首相への

親書 (2007年11月12日付け)において，憲法院への移送につきフィルタ ーを設けるべきことが指示され

ており，最終的には，コンセイユ ・デタと破段院のみが憲法院に移送できることになった(10)

さらに，違憲判決の効果を定める旧62条 1項も改正を受け， r61条の 1に基づいて違憲と判断された

規定は，憲法院判決の公示以降または憲法院判決によって定められた日以降，廃止 (abroger) される」

とされ，さらに，当該規定がすでにもたらしている効果をいかに扱うについての決定も憲法院がなすこ

ととされた(新62条2項)-

1990年， 1993年といういずれの憲法院改革も挫折したことからすると， 2008年のそれはいわば r3

度目の正直」であったのであるが，これによりついにフランス憲法院に，市民を含む訴訟当事者の違憲

の抗弁を契機とする通常裁判所からの移送に基づいてなされる事後的な違憲審査制が導入されることに

なったわけで、ある(なお，制度の具体的なあり方については，憲法61条の l第3項が予定している組織法律[loi

organique，憲法付属法律とも言われる]が2009年12月10日に成立し，次節でみるように，そこで詳しく定めら

れた.同法律は， 2010年3月1日に施行され，この日から，よう やく事後審査制がスター卜したことになる). 
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